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(57)【要約】
【課題】外部機器からの赤外線や可視光が頭に遮られて
受光部に到達しないことが起こりにくい出力装置を提供
する。
【解決手段】ヘッドバンド部２の頭側部分２ｂの一方の
下端部には、リモコン等の外部機器との通信を、赤外光
や可視光を介して行うための受光部又は発光部５が設け
られている。一般にリモコン等の外部機器は、ヘッドマ
ウントディスプレイより下側の位置で使用されるので、
この受光部又は発光部５が、ヘッドバンド部２の頭側部
分２ｂの下端部に設けられていることにより、外部機器
からの赤外光や可視光、外部機器への赤外光や可視光が
頭部に遮られる可能性が少なくなる。また、受光部又は
発光部５は、スピーカー部１の外側に位置するように取
り付けられているので、外部機器との通信のための赤外
光や可視光が遮られる可能性が少なくなる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭部に装着して使用し、音声、映像の少なくも一方を出力する出力装置であって、頭部
側面と接触する左右の固定部材と、前記固定部材を連結して、前記固定部材を頭部側面の
左右に押し付けるような付勢力を与えるヘッドバンド部とを有し、少なくとも赤外光又は
可視光を受光器で受光すること、又は発光器で発光することにより外部機器との通信を行
う機能を有するものにおいて、前記受光器又は発光器は、前記固定部材の下向きに面した
外装面に設けられていることを特徴とする出力装置。
【請求項２】
　頭部に装着して使用し、音声、映像の少なくも一方を出力する出力装置であって、頭部
側面と接触する左右の固定部材と、前記固定部材を連結して、前記固定部材を頭部側面の
左右に押し付けるような付勢力を与えるヘッドバンド部とを有し、少なくとも赤外光又は
可視光を受光器で受光すること、又は発光器で発光することにより外部機器との通信を行
う機能を有するものにおいて、前記受光器又は発光器は、前記ヘッドバンド部の下端部に
設けられていることを特徴とする出力装置。
【請求項３】
　前記受光器又は発光器は、前記固定部材の外側に位置していることを特徴とする請求項
２に記載の出力装置。
【請求項４】
　前記受光器又は発光器が、当該出力装置に着脱可能とされていることを特徴とする請求
項１から請求項３のうちいずれか１項に記載の出力装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドホーンやヘッドマウントディスプレイ等、頭部に装着して使用し、音
声、映像の少なくも一方を出力する出力装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶パネル（ＬＣＤ）等のディスプレイ上に表示された映像を、接眼レンズやハ
ーフミラー等を有する光学系を介して拡大した虚像として観察する眼鏡タイプの映像表示
装置が種々提案され、ウェアラブルディスプレイと呼ばれている。このようなウェアラブ
ルディスプレイの例は、例えばＷＯ２００４／０６１５１９Ａ１公報（特許文献１）に記
載されている。
【０００３】
　この映像表示装置は、多くの場合、頭に巻いた形で頭部に装着する構成とされ（ヘッド
マウントディスプレイと呼ばれている）、両眼に対応する位置に映像表示系を形成した両
眼タイプと左右眼の一方の眼に対応する位置に映像表示系を形成した片眼タイプとがある
。このようなウェアラブルディスプレイは、通常は、映像を表示する表示部と音声を出力
するヘッドホーンとを有しているが、映像のみを出力する場合もある。又、ヘッドホーン
は、音楽観賞用等の音声出力機器として、広く使用されている。
【特許文献１】ＷＯ２００４／０６１５１９Ａ１公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなヘッドホーンやヘッドマウントディスプレイには、赤外線や可視光を介して
リモコン等の外部機器と信号のやりとりを行うものがある。このような装置においては、
赤外線や可視光を受ける受光部をヘッドホーンやヘッドマウントディスプレイ本体に配置
すると、外部機器からの赤外線や可視光が頭に遮られて受光部に到達せず、信号の授受が
行えない場合がある。
【０００５】
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　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、外部機器からの赤外線や可視
光が頭に遮られて受光部に到達しないことが起こりにくい出力装置を提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を達成するための第１の手段は、頭部に装着して使用し、音声、映像の少なく
も一方を出力する出力装置であって、頭部側面と接触する左右の固定部材と、前記固定部
材を連結して、前記固定部材を頭部側面の左右に押し付けるような付勢力を与えるヘッド
バンド部とを有し、少なくとも赤外光又は可視光を受光器で受光すること、又は発光器で
発光することにより外部機器との通信を行う機能を有するものにおいて、前記受光器又は
発光器は、前記固定部材の下向きに面した外装面に設けられていることを特徴とする出力
装置である。
【０００７】
　前記課題を解決するための第２の手段は、頭部に装着して使用し、音声、映像の少なく
も一方を出力する出力装置であって、頭部側面と接触する左右の固定部材と、前記固定部
材を連結して、前記固定部材を頭部側面の左右に押し付けるような付勢力を与えるヘッド
バンド部とを有し、少なくとも赤外光又は可視光を受光器で受光すること、又は発光器で
発光することにより外部機器との通信を行う機能を有するものにおいて、前記受光器又は
発光器は、前記ヘッドバンド部の下端部に設けられていることを特徴とする出力装置であ
る。
【０００８】
　前記課題を解決するための第３の手段は、前記第２の手段であって、前記受光器又は発
光器が、前記固定部材の外側に位置していることを特徴とするものである。
【０００９】
　前記課題を解決するための第４の手段は、前記第１の手段から第３の手段のいずれかで
あって、前記受光器又は発光器が、当該出力装置に着脱可能とされていることを特徴とす
るものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、外部機器からの赤外線や可視光が頭に遮られて受光部に到達しないこ
とが起こりにくい出力装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態の例を、図を用いて説明する。図１は、本発明の実施の形態
の１例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す図である。このヘッドマウントデ
ィスプレイは、図１（ａ）に示すように、頭部（耳部）に接触してヘッドホーンを頭部に
固定すると共に耳に音声を出力するスピーカー部１（固定部材）を左右に有している。ス
ピーカー部１内にはスピーカーが内蔵され、両耳に音声を出力する。
【００１２】
　左右のスピーカー部１は、図１に示すように、それぞれヘッドバンド部２により結合さ
れている（ヘッドバンド部２に対してある程度の動きが可能である）。ヘッドバンド部２
は、弾性力を有し、左右のスピーカー部１で装着者の頭部（耳部）を挟み込むような付勢
力を与えている。このヘッドバンド部２は、頭頂部分２ａと頭側部分２ｂとに分かれてお
り、頭頂部分２ａと頭側部分２ｂは摺動によって間隔を可変することができるようになっ
ている。また、ヘッドバンド部２には、表示部アーム３を介して、表示部４が、装着時の
前後方向に回動が可能なように結合されており、使用時には、表示部４を眼前に位置させ
て表示部４内に表示される映像を観察する。
【００１３】
　ヘッドバンド部２の頭側部分２ｂの一方の下端部には、リモコン等の外部機器との通信
を、赤外光や可視光を介して行うための受光部５が設けられている。一般にリモコン等の
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外部機器は、ヘッドマウントディスプレイより下側の位置で使用されるので、この受光部
５が、ヘッドバンド部２の頭側部分２ｂの下端部に設けられていることにより、外部機器
からの赤外光や可視光が頭部に遮られて受光部５に届かなくなる可能性が少なくなる。ま
た、受光部５は、スピーカー部１の外側に位置するように取り付けられているので、外部
機器からの赤外光や可視光が受光部５に届かなくなる可能性が少なくなる。
【００１４】
　図１（ｂ）に示すように、受光部５をヘッドバンド部２の頭側部分２ｂから切り離し、
ヘッドバンド部２の頭側部分２ｂの下端部に差し込むことが可能なようにしてもよい。こ
の場合、受光部５はヘッドバンド部２の頭側部分２ｂに挿脱可能となり、不要なときに取
り外すことにより、ヘッドマウントディスプレイの重量を軽減し、かつ、消費電力を低減
することができる。
【００１５】
　図２は、本発明の実施の形態の他の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す
図である。図２において、図１に示された構成要素と同じ構成要素には、同じ符号を付し
てその説明を省略することがある。
【００１６】
　図２に示す実施の形態においては、受光部５が片側のスピーカー部１の外装面で、その
面が下向きに向いている部分に取り付けられている。この場合も、受光部５が片側のスピ
ーカー部１の外装面が下向きに向いている下端部に取り付けられていることにより、外部
機器からの赤外光や可視光が頭部に遮られて受光部５に届かなくなる可能性が少なくなる
。図示しないが、この場合も、受光部５をスピーカー部１に挿脱可能なようにすることも
できる。
【００１７】
　本実施の形態では、ヘッドマウントディスプレイに受光器を配置して、リモコンからの
信号を受信する例を示したが、さらに発光器を配置して、双方向通信を行ってもよい。又
、発光器のみを配置し、ヘッドマウントディスプレイで外部機器をコントロールするよう
にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態の１例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す図で
ある。
【図２】本発明の実施の形態の他の例であるヘッドマウントディスプレイの概要を示す図
である。
【符号の説明】
【００１９】
１…スピーカー部、２…ヘッドバンド部、２ａ…頭頂部分、２ｂ…頭側部分、３…表示部
アーム、４…表示部、５…受光部
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